
公 告  
  
 鳥取市立病院入院セット提供業務について、公募型プロポーザルを実施するので、次のとおり公告す

る。  
  
  令和６年１１月２０日  
  
  

鳥取市病院事業管理者 平野 文弘   
  
１． 業務の概要  
（１）業務の名称  
     鳥取市立病院入院セット提供業務委託 
（２）業務の目的  

入院患者が必要とする生活用品を適切な方法により提供することで、入院患者及びその家族等

の負担を軽減することを目的とする。 

（３）業務期間 

   契約の締結日から令和７年３月３１日まで・・・・・・準備期間 

令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで・・・本業務期間 

ただし、準備期間に係る費用は受託者の負担とする。 

   
２．参加資格  

本件公募型プロポーザルに参加できる者は、次に示す要件をいずれも満たしている者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続き開始の申し立てがなされてい

る者でないこと。  

（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続き開始の申し立てがなされてい

る者でないこと。  

（４）この公告の日以後契約を締結するまでの間において、鳥取市入札参加資格者指名停止措置要綱

（平成２５年４月１日制定）に基づく指名停止措置（同要綱附則第４項の規定による指名停止措置

を含む。）を受けている期間がある者でないこと。 

（５）令和元年度以降に許可病床数３００床以上の規模の病院において、当該業務と類似する業務を２

年以上継続して履行した実績を有している者であること。 

（６）製造の請負、物品の売買及び修理、役務の提供並びに物品の賃貸に係る調達契約の一般競争入札

又は指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請手続等について（令和５年１０月２

７日鳥取市告示第５９３号）に基づく競争入札参加資格を有するとともに、その資格区分が別表に

定める「役務」の「その他」に登録されている（又は契約締結時までに登録が予定されている）者

であること。 

 

 

３．担当課 



  〒６８０－８５０１ 

  鳥取県鳥取市的場１丁目１番地 鳥取市立病院３階事務局内 

  鳥取市立病院総務課業務管理室 

  電話：０８５７－３７－１５２２ 

  FAX：０８５７－３７－１５５３ 
 

４．実施要領等の交付  
   企画提案実施要領（以下「実施要領」という。）及び仕様書等は次のとおり交付する。  
（１）交付期間  
   令和６年１１月２０日（水）～１２月３日（火）１５時まで 

（２）交付場所及び交付方法 

鳥取市立病院ホームページ（https://hospital.tottori.tottori.jp/）に掲載する。  
  
５．企画提案参加表明書等の提出等  

本件公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、実施要領に基づき作成した企画提案参加表明書

その他の書類を次のとおり提出すること。  
（１）提出期限  

令和６年１２月４日（水）１５時まで 
（２）提出場所及び提出方法  
     ３の担当課へ直接持参すること。郵便等による提出は、受け付けない。  
（３）２の(６)の競争入札参加資格を有していない者にあっては、あらかじめ、競争入札参加資格申請

の取得の手続きを行うこと。当該手続きに係る競争入札参加資格申請書の提出期限、提出先等に

ついては、実施要領に定めるところによる。 

 

６．資格要件審査の結果通知  

企画提案参加表明書を提出した者について、参加資格を審査し、その結果を次のとおり通知する。  

（１）通知日  

   令和６年１２月１０日（火） 

   

（２）通知方法  
     企画提案参加資格要件審査結果通知書を送付及び電子メールにて通知する。  

  

７．説明会の実施 

実施しない。  

 

８．企画提案書等の提出 

本件公募型プロポーザルに参加する者は、実施要領に基づき作成した企画提案書等を次により提出

するものとする。  



（１）提出期限 
   令和６年１２月１７日（火）１５時まで 

（２）提出場所及び提出方法  
     ３の担当課へ、直接持参すること。郵便等による提出は、受け付けない。  
（３）提出部数 

正本１部、副本８部 

なお、当該企画提案書等を電子媒体に格納し、これを１部提出すること。 

  
９．企画提案書の審査 
  別途定める「入院セット提供業務プロポーザル審査委員会」で審査する 
 
１０．その他 
（１）企画提案書等の作成及び提出、プレゼンテーションへの参加等、本件公募型プロポーザルに要す

る費用は、提案者の負担とする。 
（２）提出された書類は、返却しない。 

（３）本件公募型プロポーザルにおいて使用する言語は日本語とし、通貨単位は日本円、単位は計量法

（平成４年法律第５１号）によるものとし、時刻は日本標準時とする。 

（４）その他詳細は、実施要領による。 

 


